
 

埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 県は、産業労働部金融課が所管する埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金要綱（以下「資

金要綱」という。）に基づき、融資を受けた中小企業者等の金利負担を軽減するため、取扱金融機関

に対して、予算の範囲内において、利子補給金を交付する。 

２ 前項の利子補給金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則

第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（対象者） 

第２条 利子補給金の交付を受けることができる者は、資金要綱で定められた資金（以下「当該制度融

資」という。）を融資実行した取扱金融機関とする。 

 

（交付対象経費） 

第３条 利子補給金の額は、当該制度融資に係る毎年１月１日から同年１２月３１日までの約定支払日

における利子相当額の合計とする。ただし、貸付金額６千万円を補助対象限度額とする。 

２ 交付する利子補給金の期間は、当該制度融資実行日から起算して３年間とする。 

 

 （利子補給率） 

第４条 前条の利子相当額の算定に用いる利子補給率は、次表のとおりとする。 

資金 利子補給率 

資金要綱２（１）又は（３）の認定を受けた者に対する資金 年１．４％ 

資金要綱２（２）の認定において申込人が個人事業主かつ小規模

企業者であるもの又は認定書に記載された売上高等の減少率が

１５％以上の者に対する資金 

年１．５％ 

 

（交付申請書の様式等） 

第５条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

 一 利子補給金に係る制度融資対象者一覧（様式第２号） 

 二 利子補給金に係る算出資料 

 三 前号に掲げるもののほか、知事が必要であると認める書類 

３ 知事は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて関係書類等の提出を求めることができる。   

 

（交付申請書の提出） 

第６条 規則第４条第１項の申請書の提出期限は、１月１日から同年６月３０日までに発生する利子（以

下「前期分」という。）については７月３１日、７月１日から同年１２月３１日までに発生する利子

（以下「後期分」という。）については翌年１月３１日までとする。ただし、令和２年度においては、

５月１日から同年１２月３１日までに発生する利子については、別途知事が定める日までとする。 

２ 前項において提出期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもって提出期限とみなす。 

 

（記載事項等の省略） 

第７条 規則第４条第１項第２号及び第３号に掲げる事項は記載することを要しない。 

２ 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

 

（交付決定兼確定通知書の様式） 

第８条 規則第７条の交付決定通知書及び同第１４条の額の確定に係る通知書の様式は、様式第３号の

とおりとする。  

 

（利子補給金の請求） 

第９条 前条の交付決定兼確定通知書の交付を受けた者は、当該交付決定兼確定通知書を受領した日か

ら１０日以内に、様式第４号の埼玉県新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給金請求書を知事に



 

提出するものとする。 

 

（書類の保管） 

第１０条 利子補給金の交付を受けた者は、利子補給金の交付に係る関係書類を利子補給金の交付を受

けた日の属する会計年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付について必要な事項は、知事と取扱金融機

関及び埼玉県信用保証協会とが協議して定めるものとする。 

 

  附 則 

この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２８日から施行し、令和２年５月１日以後に発生する交付対象経費に

対して適用する。 

２ 令和２年度の利子補給金を交付するにあたっては、改正後の要綱の規定に基づく約定支払日におけ

る利子相当額から、改正前の要綱の規定に基づく令和２年度前期分の既交付額を減じるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年１月２２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年６月４日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年１２月２３日から施行し、令和２年５月１日以後に発生する交付対象経費に対

して適用する。ただし、改正後の要綱の第５条第２項第２号に掲げる利子補給金に係る算出資料の提出

期限は、令和２年度分及び令和３年度前期分に限り、この要綱の第６条の規定にかかわらず別途知事が

定める日までとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 


